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高
齢
者
福
祉
課
長　

現
在
の
第
６

期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
の
保

険
料
よ
り
９
１
６
円
増
に
な
る
。
第
７

期
の
３
年
間
で
５
億
円
を
基
金
か
ら
取

り
崩
す
こ
と
に
よ
り
、
２
０
０
円
増
の

４
５
０
０
円
と
し
た
。

他
市
の
第
７
期
の
保
険
料
は
。

高
齢
者
福
祉
課
長　

近
隣
西
部
11

市
の
改
定
予
定
額
で
は
、
本
市
が

最
も
安
価
で
あ
る
。

第
６
期
計
画
期
間
に
お
い
て
対
象

者
等
が
改
正
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を

検
証
し
た
上
で
第
７
期
で
の
サ
ー
ビ
ス

見
込
量
を
算
定
し
た
の
か
。

高
齢
者
福
祉
課
長　

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
入
所
基
準
、
地
域
支

援
事
業
へ
の
移
行
等
の
改
正
内
容
を
反

映
し
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
を
算

定
し
た
。

ＡＱＡＱＡ

る
も
の
で
す
。

適
正
な
サ
ー
ビ
ス
の
チ
ェ
ッ
ク
は
。

高
齢
者
福
祉
課
長　

埼
玉
県
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
と
連
携
し
、

無
駄
な
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
な
い

か
な
ど
を
介
護
給
付
費
の
請
求
の
際
に

チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
る
ほ
か
、
独
自
の

適
正
化
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
確
認

し
て
い
る
。
ま
た
、
指
定
の
更
新
時
の

指
導
も
行
う
。

鶴
ヶ
島
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正

に
伴
い
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護
事
業
所
等
の
従
業
者
の
基

準
、
介
護
・
医
療
連
携
推
進
会
議
の
規

定
等
を
改
正
等
す
る
も
の
で
す
。

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
基
準
は
緩
和
さ

れ
る
の
か
。

高
齢
者
福
祉
課
長　

３
年
以
上
の

経
験
を
有
す
る
者
と
の
基
準
が
、

サ
テ
ラ
イ
ト
型
の
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
の
訪
問
介
護
看
護
等
の
事
業
所
に

つ
い
て
は
、
１
年
以
上
の
経
験
を
有
す

る
者
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

鶴
ヶ
島
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び

に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の

方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

ＱＡ議案第10号ＱＡ議 案 第 11 号

　

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並

び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果

的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
改

正
に
伴
い
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
の
利
用
定
員
の
基
準
等
を

改
正
等
す
る
も
の
で
す
。

身
体
的
拘
束
は
原
則
禁
止
な
の
か
。

高
齢
者
福
祉
課
長　

基
本
的
に
は

禁
止
で
あ
る
が
、
緊
急
や
む
を
得

な
い
場
合
に
限
り
、
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。鶴

ヶ
島
市
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援

等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支

援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支

援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果

的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
改

正
に
伴
い
、
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の

医
療
機
関
と
の
連
携
等
に
関
す
る
基
準

等
を
改
正
等
す
る
も
の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助

成
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
の
改
正
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
の

住
所
地
特
例
が
適
用
さ
れ
て
い
た
被
保

険
者
が
年
齢
到
達
等
に
よ
り
後
期
高
齢

者
医
療
の
住
所
地
特
例
を
適
用
し
被
保

険
者
と
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
医

ＱＡ議 案 第 12 号議案第13号

療
費
助
成
金
の
対
象
者
に
追
加
等
す
る

も
の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

の
改
正
に
伴
い
、
特
定
教
育
・
保
育
施

設
に
お
け
る
支
給
認
定
保
護
者
の
受
給

資
格
等
の
確
認
に
関
す
る
規
定
等
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

議案第14号

な
っ
て
い
る
。
国
民
健
康
保
険
財
政
の

中
で
、
医
療
費
と
と
も
に
、
薬
剤
、
調

剤
の
費
用
が
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め

て
い
る
現
状
が
あ
り
、
今
後
の
国
保
の

運
営
に
重
要
な
保
険
薬
剤
師
を
新
た
に

委
員
に
加
え
る
た
め
で
あ
る
。

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
国
民
健

康
保
険
の
広
域
化
に
伴
う
国
民
健
康
保

険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る
規
定
等
の

整
備
が
さ
れ
た
た
め
、
課
税
額
に
関
す

る
規
定
の
用
語
の
整
理
を
す
る
も
の
で

す
。鶴

ヶ
島
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
の
改
正
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
の

住
所
地
特
例
が
適
用
さ
れ
て
い
た
被
保

険
者
が
年
齢
到
達
等
に
よ
り
後
期
高
齢

者
医
療
の
住
所
地
特
例
を
適
用
し
被
保

険
者
と
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
保

険
料
を
徴
収
す
べ
き
被
保
険
者
に
追
加

す
る
も
の
で
す
。

議案第16号議案第17号

鶴
ヶ
島
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
市
が

行
う
こ
と
と
さ
れ
た
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
等
の
指
定
の
基
準
等
を
定
め

議案第９号

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
法
の
改
正
に
よ
る
国

民
健
康
保
険
の
広
域
化
に
伴
う
用
語
の

整
理
、
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の

委
員
の
定
数
の
改
正
等
を
す
る
も
の
で

す
。

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
に
お

け
る
保
険
医
等
の
定
数
を
３
人
か

ら
４
人
に
増
や
す
理
由
は
。

保
険
年
金
課
長　

現
状
も
保
険
薬

剤
師
は
委
員
の
対
象
で
あ
る
が
、

医
師
２
人
と
歯
科
医
師
１
人
の
３
人
と

議案第15号ＱＡ

鶴
ヶ
島
市
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

公
営
住
宅
法
の
改
正
に
伴
い
、
市
営

住
宅
の
入
居
者
の
う
ち
認
知
症
等
で
あ

る
者
で
収
入
の
申
告
等
が
困
難
で
あ
る

議案第18号


